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　人件費とは、一般職員に支給される給与のほか、町議会議員・各種委員会委員や嘱託職員などの報酬、更にはこれ
らの給与・報酬にかかる共済費などの事業主負担分を含む費用のことをいいます。これを平成24年度一般会計の決算
でみると、歳出総額59億7,828万円のうち人件費は10億4,564万円で構成比は17.5%となっています。
　そのうち職員給与費の状況は次の表のとおりです。
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　職員の給料表は、職務の内容と責任の度合いに応じて6つの級に分かれており、平成25年4月1日現在の一般行政職
の級ごとの職員数と構成比は次のとおりとなっています。

　町職員の給与は、国・道や他の市町村との均衡を考慮しながら、町議会の審議を経て条
例で定められています。
　町職員の数は、平成25年4月1日現在で一般職(特別会計・企業会計等含む全職員)の定数
内職員は130名となっています。なお、町職員の定数は条例で上限が定められており、そ
の総数は160名となっています。

職員数は平成24年4月1日現在で一般会計分のみ。職員手当には退職手当を含まない。

（
参
考
）
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　職員の初任給と、経験年数・学歴別の平均給料月額は次のとおりとなっています。（表中、各項目の年数は経験年
数を表しています）
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広報誌で発表した数値を再掲。経験年数は平均値。
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※15歳に達する日以後最初の4月1日から、22歳に達する日以後
の最初の3月31日までにある子。（高校生・大学生）

冬期間の暖房用燃料等の生計費増に対する補填として、扶養家
族の数等に応じて支給。

危険・不快・不健康などのほか、特殊な業務に従事した（する）
職員に対して支給する手当。

平成24年度支給割合。職制上の段階、職務の級等による加算措
置あり。
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　職員には給料のほか、扶養手当などの職員手当がそれぞれ対象となる職員に支給されます。平成25年4月1日現在の
主な手当は表のとおりとなっています。その他に管理職手当などがありますが、その勤務の状況に応じて支給されま
す。なお、職員手当（退職手当を除く）のうち、住居手当のみ国の制度と一部内容が異なりますが、他の制度につい
ては国の支給要件と同じとなっています。
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　町長以下、特別職及び教育長の給料、町議会議員の報酬は次の表のとおりです。（平成25年4月1日現在）
　特別職の給料は、町長15％、副町長10％、教育長6％相当、議会議員の報酬は、10％を減額して支給しています。
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